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核燃料物質使用施設等保安規定の変更認可申請書 

 

 

 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第57条第1項の

規定に基づき、別紙のとおり保安規定の変更認可の申請をします。 

 

 

 

 



（別 紙） 

 

 １．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

    名     称  ＭＨＩ原子力研究開発株式会社 

    住     所  〒319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川622番地12 

    代表者の氏名  取締役社長 南雲 浩行 

    事業所の名称  ＭＨＩ原子力研究開発株式会社 

    事業所の住所  〒319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川622番地12 

 

２．変更の内容 

  (1) 新たに、第33条の2として「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに関する事項を 

追加する。 

(2) 第5条（職務）のうち、以下の管理部（管理課長）の業務を安全管理部（施設管理グ

ループ長）へ移管するとともに、それに伴う保守管理に関する条項を変更する。 

・周辺監視区域の維持及び立入制限に関すること 

・通報連絡設備、消火設備並びに火災警報設備の保守に関すること 

  (3) その他記載の見直し。 

 

詳細を別添に示す。 

 

３．変更の理由 

  (1) 「放射性廃棄物でない廃棄物」の考え方を適用するため。 

 (2) 管理部業務の一部を安全管理部業務として集約（一元化）するため。 

 (3) その他記載の適正化のため。 

 

４．施行日 

変更後の保安規定については、原子力規制委員会による認可日以降、社長が定める日

から施行する。 
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別添 

 

 

 

 

核燃料物質使用施設等保安規定 

変更認可申請書 

 

 

新旧対照表 

 

 

 

 

 

２０２４年１月３１日 

 

ＭＨＩ原子力研究開発㈱
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変 更 前 変 更 後 理 由 

 

 

 

燃料ホットラボ施設 

 

 

核燃料物質使用施設等 

 

保安規定 

 

（H-35） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 5月 改定 19 

 

 

 

ＭＨＩ原子力研究開発株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料ホットラボ施設 

 

 

核燃料物質使用施設等 

 

保安規定 

 

（H-35） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年 1月 改定 20 

 

 

 

ＭＨＩ原子力研究開発株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)その他記載の適正化の

ため。 
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変 更 前 変 更 後 理 由 

第 1章 総則（省略） 

第 2章 保安及び保安品質マネジメントに関する組織 

第４条（省略） 

 

（職務） 

第５条 当施設の保安に関する各職位と職務は、次のとおりとする。 

(1) 社長は、当施設に係る保安上の業務を総括する。 

(2) 第二研究部長は、ホット試験技術開発室長を指揮監督して、当施設における核燃料物質等の使用等に

関する業務の統括を行う。 

(3) ホット試験技術開発室長は、次の業務を行う。 

ア、核燃料物質等の使用等に関すること 

イ、設備並びに機器の運転（操作を含む。）及び保守に関すること 

ウ、管理区域の作業管理に関すること 

(4) 安全管理部長は、施設管理グループ長及び放射線管理グループ長を指揮監督して、当施設における保

安管理に関する業務の統括を行う。 

(5) 施設管理グループ長は、電気設備、非常用電源設備、気体廃棄設備及び液体廃棄設備の運転及び保守

に関する業務を行う。 

 

 

(6) 放射線管理グループ長は、当施設における放射線管理、放射線測定、被ばく線量の管理及び放射線測

定器の管理に関する業務を行う。 

(7) 管理部長は、管理課長を指揮監督して、当施設における管理全般に関する業務の統括を行う。 

(8) 管理課長は、次の業務を行う。 

ア、周辺監視区域の維持及び立入制限に関すること 

イ、特殊健康診断に関すること 

ウ、社外関係機関との協力体制、その他保安管理に係る取り決め等渉外に関すること 

エ、通報連絡設備、消火設備並びに火災警報設備の保守に関すること 

オ、使用施設等の保安に係る調達業務に関すること 

 

第６条～第９条（省略） 

第２章の２ 保安品質マネジメント計画（省略） 

第３章  保安教育（省略） 

第４章  災害の防止上特に管理を必要とする設備の操作（省略） 

第５章  放射線管理 

第２６条～第２９条（省略） 

 

第 1章 総則（変更なし） 

第 2章 保安及び保安品質マネジメントに関する組織 

第４条（変更なし） 

 

（職務） 

第５条 当施設の保安に関する各職位と職務は、次のとおりとする。 

(1) 社長は、当施設に係る保安上の業務を総括する。 

(2) 第二研究部長は、ホット試験技術開発室長を指揮監督して、当施設における核燃料物質等の使用等に

関する業務の統括を行う。 

(3) ホット試験技術開発室長は、次の業務を行う。 

ア、核燃料物質等の使用等に関すること 

イ、設備並びに機器の運転（操作を含む。）及び保守に関すること 

ウ、管理区域の作業管理に関すること 

(4) 安全管理部長は、施設管理グループ長及び放射線管理グループ長を指揮監督して、当施設における保

安管理に関する業務の統括を行う。 

(5) 施設管理グループ長は、次の業務を行う。 

ア、電気設備、非常用電源設備、気体廃棄設備及び液体廃棄設備の運転及び保守業務に関すること 

イ、周辺監視区域の維持及び立入制限に関すること 

ウ、通報連絡設備、消火設備並びに火災警報設備の保守に関すること 

(6) 放射線管理グループ長は、当施設における放射線管理、放射線測定、被ばく線量の管理及び放射線測

定器の管理に関する業務を行う。 

(7) 管理部長は、管理課長を指揮監督して、当施設における管理全般に関する業務の統括を行う。 

(8) 管理課長は、次の業務を行う。 

ア、特殊健康診断に関すること 

イ、社外関係機関との協力体制、その他保安管理に係る取り決め等渉外に関すること 

ウ、使用施設等の保安に係る調達業務に関すること 

 

 

 

第６条～第９条（変更なし） 

第２章の２ 保安品質マネジメント計画（変更なし） 

第３章  保安教育（変更なし） 

第４章  災害の防止上特に管理を必要とする設備の操作（変更なし） 

第５章  放射線管理 

第２６条～第２９条（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)管理部業務の一部を安

全管理部業務として集約 

（一元化）するため(7箇所)  
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変 更 前 変 更 後 理 由 

（周辺監視区域） 

第３０条 周辺監視区域は、別図第３に掲げる区域とする。 

２ 管理部長は、前項の周辺監視区域境界に柵を設けるか又は標識を掲げることにより、業務上立ち

入る者以外の者の立入りを制限する。 

 

第３１条～第３３条（省略） 

 

(記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３４条～第３６条（省略） 

第６章  放射線測定（省略） 

第 7章  施 設 管 理  

第４１条（省略） 

 

（施設管理方針及び施設管理目標の策定） 

第４１条の２  第二研究部長は、当施設の安全確保を最優先として、施設管理の継続的な改善を図るた

め、施設管理の現状を踏まえて、施設管理方針を定める。また、施設管理の有効性評価の結果に応じ

て、必要により施設管理の実施方針の見直しを行う。 

２ 第二研究部長、安全管理部長及び管理部長は、施設管理の実施方針に基づき、管理の改善を図るため

の施設管理目標を設定する。また、施設管理の有効性評価の結果を踏まえた施設管理目標の見直しを行

う。 

 

（周辺監視区域） 

第３０条 周辺監視区域は、別図第３に掲げる区域とする。 

２ 安全管理部長は、前項の周辺監視区域境界に柵を設けるか又は標識を掲げることにより、業務上

立ち入る者以外の者の立入りを制限する。 

 

第３１条～第３３条（変更なし） 

 

（放射性廃棄物でない廃棄物） 

第３３条の２ 放射線管理グループ長は、管理区域内において設置された資材等又は使用された物品を

「核燃料物質及び核燃料物質によって汚染されたもので廃棄しようとするもの」でない廃棄物（以下、

「放射性廃棄物でない廃棄物」という。）として搬出する場合は、次に掲げる事項を確認する。 

(1) 設置された資材等については、適切な汚染防止対策が行われていることを確認した上で、適切に管理

された使用履歴、設置状況の記録等により汚染がないこと。なお、汚染された資材等については、汚

染部位を特定・分離を行った場合、汚染されていない部位について、適切な測定方法により、放射線

測定評価を行い、汚染がないことを確認した上で、それ以後に適切な汚染防止対策、使用履歴、設置

状況の記録等により汚染がないこと。 

(2) 使用された物品については、適切な汚染防止対策が行われていることを確認した上で、適切に管理さ

れた使用履歴の記録等により、汚染がないこと。なお、使用履歴の記録等が適切に管理されていなか

った物品については、適切な測定方法により、放射線測定評価を行い、汚染がないことを確認した上

で、それ以後に適切な汚染防止対策、使用履歴の記録等の管理が行われた場合には、その記録等によ

り汚染がないこと。 

(3) 放射性廃棄物でない廃棄物として搬出するまでの間、他の資材等及び物品との混在防止の措置が講じ

られていること。 

(4) 適切な測定方法によって、念のための放射線測定を行い、測定結果がバックグラウンド変動を考慮し

た理論検出限界曲線の検出限界値未満であること。 

 

第３４条～第３６条（変更なし） 

第６章  放射線測定（変更なし） 

第 7章  施 設 管 理  

第４１条（変更なし） 

 

（施設管理方針及び施設管理目標の策定） 

第４１条の２  第二研究部長は、当施設の安全確保を最優先として、施設管理の継続的な改善を図るた

め、施設管理の現状を踏まえて、施設管理方針を定める。また、施設管理の有効性評価の結果に応じ

て、必要により施設管理の実施方針の見直しを行う。 

２ 第二研究部長及び安全管理部長は、施設管理の実施方針に基づき、管理の改善を図るための施設管理

目標を設定する。また、施設管理の有効性評価の結果を踏まえた施設管理目標の見直しを行う。 

 

 

 

 

(2)管理部業務の一部を安

全管理部業務として集約 

（一元化）するため。 

 

 

(1)「放射性廃棄物でない廃

棄物」の考え方を適用する

ため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)管理部業務の一部を安

全管理部業務として集約 

（一元化）するため。 

(管理部長の記載削除を含む)  
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変 更 前 変 更 後 理 由 

（施設管理の重要度が高い設備・機器に対する定量的な目標の策定） 

第４１条の３  第二研究部長、安全管理部長及び管理部長は、前条の施設管理目標を踏まえ、所掌する

設備・機器のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定する。 

２ 第二研究部長、安全管理部長及び管理部長は、前項の定量的な目標について、核燃料取扱主務者の同意

を得るとともに社長に報告する。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第４１条の４  第二研究部長、安全管理部長及び管理部長は、所掌する設備・機器について、第４１条

の施設管理目標及び前条の重要度が高い設備・機器の定量的な目標を達成するために、次の各号に掲げる

事項を定めた施設管理実施計画を策定する。 

(1) 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

(2) 使用施設等の設計及び工事に関すること。 

(3) 使用施設等の巡視(使用施設等の保全のために実施するものに限る。)に関すること。 

(4) 使用施設等の点検、検査等の方法、実施頻度及び時期(使用施設等の操作中及び操作停止中の区別を

含む。)に関すること。 

(5) 使用施設等の工事、点検、検査等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。 

(6) 使用施設等の設計、工事、巡視、点検、検査等の結果の確認及び評価の方法に関すること。 

(7) 前号の確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(未然防止処置を含む。)に関すること。 

(8) 使用施設等の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 第二研究部長、安全管理部長及び管理部長は、前項で定めた施設管理実施計画について、核燃料取扱

主務者の同意を得るとともに社長に報告する。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

（保全活動の実施） 

第４２条 第二研究部長、安全管理部長及び管理部長は、所掌する設備・機器について、前条で定めた施

設管理実施計画に従って保全活動を行う。 

 

 第４２条の２（省略） 

 

 

（施設管理の重要度が高い設備・機器に対する定量的な目標の策定） 

第４１条の３  第二研究部長及び安全管理部長は、前条の施設管理目標を踏まえ、所掌する設備・機器

のうち重要度の高いものについて、定量的な施設管理目標を策定する。 

２ 第二研究部長及び安全管理部長は、前項の定量的な目標について、核燃料取扱主務者の同意を得るとと

もに社長に報告する。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

（施設管理実施計画等の策定） 

第４１条の４  第二研究部長及び安全管理部長は、所掌する設備・機器について、第４１条の施設管理

目標及び前条の重要度が高い設備・機器の定量的な目標を達成するために、次の各号に掲げる事項を定め

た施設管理実施計画を策定する。 

(1) 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 

(2) 使用施設等の設計及び工事に関すること。 

(3) 使用施設等の巡視(使用施設等の保全のために実施するものに限る。)に関すること。 

(4) 使用施設等の点検、検査等の方法、実施頻度及び時期(使用施設等の操作中及び操作停止中の区別を

含む。)に関すること。 

(5) 使用施設等の工事、点検、検査等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。 

(6) 使用施設等の設計、工事、巡視、点検、検査等の結果の確認及び評価の方法に関すること。 

(7) 前号の確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(未然防止処置を含む。)に関すること。 

(8) 使用施設等の施設管理に関する記録に関すること。 

２ 第二研究部長及び安全管理部長は、前項で定めた施設管理実施計画について、核燃料取扱主務者の同

意を得るとともに社長に報告する。これを変更しようとするときも同様とする。 

 

（保全活動の実施） 

第４２条 第二研究部長及び安全管理部長は、所掌する設備・機器について、前条で定めた施設管理実施

計画に従って保全活動を行う。 

 

第４２条の２（変更なし） 

 

 

(2)管理部業務の一部を安

全管理部業務として集約 

（一元化）するため。(5箇所) 

(管理部長の記載削除を含む)  
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変 更 前 変 更 後 理 由 

（定期的な自主検査） 

第４２条の３ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長、施設管理グループ長及び管理課長は、

第４１条の４で定めた施設管理実施計画に従って、次の各号に掲げるところにより定期的な自主検査を

行う。なお、検査にあたっては、必要に応じて対象となる設備を所管する部門と異なる部門の者に行わせ

なければならない。 

(1) 施設の保安上特に管理を必要とする設備の定期的な自主検査を年 1回以上行う。 

(2) 施設の保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器の点検校正を年 1回行う。 

２ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長、施設管理グループ長及び管理課長は、前項の結果、

異常を認めた場合は、修理等の措置を講じる。 

３ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長、施設管理グループ長及び管理課長は、第１項の定

期的な自主検査の結果及び第２項の措置について、第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱主務者

に報告する。 

 

（修理及び改造） 

第４２条の４ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長、施設管理グループ長及び管理課長は、

当施設に係る建家又は設備若しくは機器の修理を行おうとする場合に、その修理が当施設の保安に影響

があると認められたときは、あらかじめ第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱主務者の同意を得

る。 

２ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長、施設管理グループ長及び管理課長は、当施設に係

る建家又は設備若しくは機器の改造を行おうとするときは、その改造が当施設の保安に影響があると

認められたときは、あらかじめ第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱主務者の同意を得る。 

３ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長、施設管理グループ長及び管理課長は、第１項の修

理及び第２項の改造を行おうとする場合は、あらかじめ許認可申請手続きの必要性を確認する。 

４ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長、施設管理グループ長及び管理課長は、第１項の修

理及び第２項の改造を終えたときは、その状況について、第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱

主務者に報告する。 

 

（保全活動の有効性評価） 

 第４２条の５ 第二研究部長、安全管理部長及び管理部長は、保全活動から得られる情報等から、保全活

動の有効性を評価し、保全活動が有効に機能していることを確認する。 

２ 第二研究部長、安全管理部長及び管理部長は前項の確認の結果、必要と認められる場合には見直しを

行い、継続的な改善に繋げる。 

 

第４２条の６（省略） 

第４３条（省略） 

第８章  核燃料物質の受渡し、貯蔵、運搬（省略） 

第９章  放射性廃棄物の管理（省略） 

第１０章  非常時の措置（省略） 

 

（定期的な自主検査） 

第４２条の３ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、第４１条の

４で定めた施設管理実施計画に従って、次の各号に掲げるところにより定期的な自主検査を行う。なお、

検査にあたっては、必要に応じて対象となる設備を所管する部門と異なる部門の者に行わせなければな

らない。 

(1) 施設の保安上特に管理を必要とする設備の定期的な自主検査を年 1回以上行う。 

(2) 施設の保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器の点検校正を年 1回行う。 

２ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、前項の結果、異常を認

めた場合は、修理等の措置を講じる。 

３ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ及び施設管理グループ長は、第１項の定期的な自主検

査の結果及び第２項の措置について、第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱主務者に報告する。 

 

 

（修理及び改造） 

第４２条の４ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、当施設に係

る建家又は設備若しくは機器の修理を行おうとする場合に、その修理が当施設の保安に影響があると認め

られたときは、あらかじめ第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱主務者の同意を得る。 

 

２ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、当施設に係る建家又は

設備若しくは機器の改造を行おうとするときは、その改造が当施設の保安に影響があると認められた

ときは、あらかじめ第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱主務者の同意を得る。 

３ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、第１項の修理及び第２

項の改造を行おうとする場合は、あらかじめ許認可申請手続きの必要性を確認する。 

４ ホット試験技術開発室長、放射線管理グループ長及び施設管理グループ長は、第１項の修理及び第２

項の改造を終えたときは、その状況について、第二研究部長、安全管理部長及び核燃料取扱主務者に報

告する。 

 

（保全活動の有効性評価） 

第４２条の５ 第二研究部長及び安全管理部長は、保全活動から得られる情報等から、保全活動の有効性

を評価し、保全活動が有効に機能していることを確認する。 

２ 第二研究部長及び安全管理部長は前項の確認の結果、必要と認められる場合には見直しを行い、継続

的な改善に繋げる。 

 

第４２条の６（変更なし） 

第４３条（変更なし） 

第８章  核燃料物質の受渡し、貯蔵、運搬（変更なし） 

第９章  放射性廃棄物の管理（変更なし） 

第１０章  非常時の措置（変更なし） 

 

 

(2)管理部業務の一部を安

全管理部業務として集約 

（一元化）するため。(9箇所) 

(管理部長の記載削除を含む)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(7/9) 

 

変 更 前 変 更 後 理 由 

第１１章  記録及び報告 

（記 録） 

第６１条 第二研究部長、安全管理部長及び管理部長は、別表第１６第１欄に掲げる事項について、それ

ぞれ同表第２欄に掲げるところに従い、同表第３欄に掲げる者に記録させ、それぞれ同表第４欄に掲げる

者に、同表第５欄に掲げる期間保存させる。 

 

第６２条（省略） 

 

第１１章  記録及び報告 

（記 録） 

第６１条 第二研究部長及び安全管理部長は、別表第１６第１欄に掲げる事項について、それぞれ同表第

２欄に掲げるところに従い、同表第３欄に掲げる者に記録させ、それぞれ同表第４欄に掲げる者に、同表

第５欄に掲げる期間保存させる。 

 

第６２条（変更なし） 

 

 

 

 

 

 

(2)管理部業務の一部を安

全管理部業務として集約 

（一元化）するため。 

(管理部長の記載削除を含む)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(8/9) 

 

変 更 前 変 更 後 理 由 

附則 

（施行期日） 

この規定は、認可日以降、社長が定める日から施行する。 

 

（沿 革） 

制 定  平成 ２年１０月 １日 （認可番号 ２安（核規）第６１１号） 

改 定  平成 ３年 １月 ７日 （認可番号 ２安（核規）第８３１号） 

改 定  平成 ４年 ６月１５日 （認可番号 ４安（核規）第３５６号） 

改 定  平成 ６年 １月２０日 （認可番号 ５安（核規）第８４７号） 

改 定  平成 ９年 ５月２６日 （認可番号 ９安（核規）第６５号） 

改 定  平成１２年 ６月１５日 （認可番号 １２安（核規）第５７０号） 

全面改定 平成１２年１２月２７日 （認可番号 １２安（核規）第７８３号） 

改 定  平成１３年 ３月２９日 （認可番号 １２機文科科第３０号） 

改 定  平成１３年１２月２７日 （認可番号 １３機文科科第６１号） 

改 定  平成１５年 ３月１０日 （認可番号 １４機文科科第５２号） 

改 定  平成１５年 ５月１４日 （認可番号 １５機文科科第３号） 

改 定  平成１５年 ７月３１日 （認可番号 １５機文科科第２３号） 

改 定  平成１６年 ４月１４日 （認可番号 １５機文科科第８３号） 

改 定  平成１７年 ４月２１日 （認可番号 １６機文科科第６７号） 

改 定  平成２１年 ８月２６日 （認可番号 ２１機文科科第６０１８号） 

改 定  平成２２年 ９月２２日 （認可番号 ２２受文科科第５１２５号） 

改 定  平成２６年 ４月２８日 （認可番号 原規規発第 1404256号） 

改 定  平成２７年 ９月 １日 

【認可日  平成２７年 ８月 ５日 （認可番号 原規規発第 15080519号）】 

改 定  平成２８年 ４月 １日 

【認可日  平成２８年 ３月３１日 （認可番号 原規規発第 16033136号）】 

改 定  平成２９年 ９月 ４日 

【認可日  平成２９年 ８月２４日 （認可番号 原規規発第 1708241号）】 

改 定  平成３０年 ６月２０日 

【認可日  平成３０年 ６月１１日 （認可番号 原規規発第 1806114号）】 

改 定  令和 ３年 ４月２６日 

【認可日  令和 ３年 ４月 ７日 （認可番号 原規規発第 2104073号）】 

改 定  令和 ４年 ５月１１日 

【認可日  令和 ４年 ４月２１日 （認可番号 原規規発第 2204215号）】 

改 定  令和 ５年 ５月１７日 

【認可日  令和 ５年 ５月 ９日 （認可番号 原規規発第 2305099号）】 

 

附則 

（施行期日） 

この規定は、認可日以降、社長が定める日から施行する。 

 

（沿 革） 

制 定  平成 ２年１０月 １日 （認可番号 ２安（核規）第６１１号） 

改 定  平成 ３年 １月 ７日 （認可番号 ２安（核規）第８３１号） 

改 定  平成 ４年 ６月１５日 （認可番号 ４安（核規）第３５６号） 

改 定  平成 ６年 １月２０日 （認可番号 ５安（核規）第８４７号） 

改 定  平成 ９年 ５月２６日 （認可番号 ９安（核規）第６５号） 

改 定  平成１２年 ６月１５日 （認可番号 １２安（核規）第５７０号） 

全面改定 平成１２年１２月２７日 （認可番号 １２安（核規）第７８３号） 

改 定  平成１３年 ３月２９日 （認可番号 １２機文科科第３０号） 

改 定  平成１３年１２月２７日 （認可番号 １３機文科科第６１号） 

改 定  平成１５年 ３月１０日 （認可番号 １４機文科科第５２号） 

改 定  平成１５年 ５月１４日 （認可番号 １５機文科科第３号） 

改 定  平成１５年 ７月３１日 （認可番号 １５機文科科第２３号） 

改 定  平成１６年 ４月１４日 （認可番号 １５機文科科第８３号） 

改 定  平成１７年 ４月２１日 （認可番号 １６機文科科第６７号） 

改 定  平成２１年 ８月２６日 （認可番号 ２１機文科科第６０１８号） 

改 定  平成２２年 ９月２２日 （認可番号 ２２受文科科第５１２５号） 

改 定  平成２６年 ４月２８日 （認可番号 原規規発第 1404256号） 

改 定  平成２７年 ９月 １日 

【認可日  平成２７年 ８月 ５日 （認可番号 原規規発第 15080519号）】 

改 定  平成２８年 ４月 １日 

【認可日  平成２８年 ３月３１日 （認可番号 原規規発第 16033136号）】 

改 定  平成２９年 ９月 ４日 

【認可日  平成２９年 ８月２４日 （認可番号 原規規発第 1708241号）】 

改 定  平成３０年 ６月２０日 

【認可日  平成３０年 ６月１１日 （認可番号 原規規発第 1806114号）】 

改 定  令和 ３年 ４月２６日 

【認可日  令和 ３年 ４月 ７日 （認可番号 原規規発第 2104073号）】 

改 定  令和 ４年 ５月１１日 

【認可日  令和 ４年 ４月２１日 （認可番号 原規規発第 2204215号）】 

改 定  令和 ５年 ５月１７日 

【認可日  令和 ５年 ５月 ９日 （認可番号 原規規発第 2305099号）】 

改 定  令和  年  月  日 

【認可日  令和  年  月  日 （認可番号 原規規発第    号）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)その他記載の適正化の

ため。 



 

(9/9) 

 

 

変 更 前 変 更 後 理 由 

別表第１６ 核燃料物質の使用等に関する記録 

(1) 核燃料物質の使用等に関する規則第２条の１１に定める記録 

１．及び２．(省略) 

 

 

 

４．～６．(省略) 

(2)その他の記録(省略) 

 

別表第１６ 核燃料物質の使用等に関する記録 

(1) 核燃料物質の使用等に関する規則第２条の１１に定める記録 

１．及び２．(変更なし) 

 

 

 

４．～６．(変更なし) 

(2)その他の記録(変更なし) 

 

 

 

 

(2)管理部業務の一部を安

全管理部業務として集約（

一元化）するため。(2箇所) 

(管理部長の記載削除を含む)  

 

 


